
＼

ズ

令和 6年度

経済 体に対する

障害者雇用の1要請

(資料)

令和 o年 9月 11日 (水)10:00～

沖縄産業支援センター 大ホール 102号室
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令和 6年度 経済団体に対する障害者雇用の要請出席予定者

令和 6年 9月 11日 (水)10:00～
沖縄産業支援センタr(大ホール102号室)

【要請先団体】

B沖 縄 県 経 営 者 協 会  副 会 長  成 底 勇 人 (要請文代表受取)

B沖 縄 県 商 工 会 議 所 連 合 会  会  長  整 競
'鋸
也

こめ  す  。 よし  あき
。沖 縄 県 商 工 会 連 合 会 会 長 米 須 義 明

B沖 縄 県 中 小 企 業 団 体 中 央 会  会  長

こ  は  つ  のぼる
。沖 縄 県 工 業 連 合 会 i会 「 長  古 波 津 昇

。沖縄 県 中 Jヽ 企 業 家 同友 会 1代表理事  宮 城 光 秀

沖 縄  経  済  同 友  会  代表幹事  渕 辺 美 絶

つ   は   たつ  や
。沖 縄 県 建 設産 業 団 体 連 合 会  会  長  津 波 達 也

あめ    く     すすむ
?沖縄県情報通信関連産業団体連合会  会  長  天  久  進

【要請者】

。沖  縄  県  副  知  事   語 ≧ 義―実 (要請文読み上げ :手交)

日沖 縄 県 教 育 委 員 会 教 育 長  半  嶺  満

・厚 生 労 働 省 沖 縄 労 働 局 長

お夫柳篤め川
出橋こ小

初
郎
し
二
か
栄
た
田
腑
柴

・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構沖縄支部

沖縄障害者職業センター所長 撃 奮 縄
ん壁

しろ ま  さ  よ  ヒ
。沖縄県立南風原高等支援学校 3年   城 間 Jヽ 葉 子 (生徒要請文読み上げ)



障害者の雇用促進について (要請 )

障害者の雇用の促進につきましては、平素より特段の御理解と御協力を賜り、

感謝申し上げます。       ・

障害者が、能力と適性に応じた雇用の場に就き、経済社会を構成する一員とし

て職業生活において能力を発揮することは、自立と社会参加のために非常に重要

であります。

令和 5年 6月 1日 現在(本 県の民間企業における障害者の実雇用率は324%

で過去最高を更新し、 2年連続で全国 1位 となっております。企業のみなさまの

障害者雇用における意識の高さが反映された結果であると認識しております。

一方、法定雇用率に達 していない企業は378社 と、雇用義務のある企業の

348%で あり、そのうち障害者を全く雇用していない企業が235社 (62.2%)と な

つていることから、継続した取り組みが必要となっております。

沖縄県及び沖縄労働局、ハローワークをはじめとする就労支援機関では、障害

者雇用優良事業所の表彰、求職者に対する職業ヨH練の適切なあっせん、職業紹介

をはじめとする職業リハビリテーションの推進など、様々な支援に取り組んでお

ります。

令和5年度には、3,300人 あまりの障害のある方々がハローヮークに新たに求職

登録をし、就職の機会を待ち望んでおられました。企業の皆様におかれましては、

障害者の雇用の確保・創出の重要性について御理解を賜り、多くの障害者の雇用

機会の確保・創出に向けた働きかけについて、御高配を賜りますようお願い申し

上げます。

沖 縄 県 知 事  玉 城

沖縄 県教 育委 員会教 育長   半 嶺  満

厚 生労働 省沖縄労働 局長   柴 田  栄 ニ

独立行政法人高齢`障害,求職者雇用支援機構
沖縄支部 沖縄障害者職業センター所長 中 島  純

令和 6年 9月 11日

一般社団法人 沖縄県経営者協会

会長 宮城 茂 殿
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公益社団法人　沖縄県工業連合会　
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会長　古波津　昇  殿





「
事業主のみなさまへ

障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について

障害に関係なく、希望や能力に応して、誰もが職業を通した社会参加のできる「共生社会」実現

め理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。

この法定雇用率の引上げと、障害者雇用の支援策の強化についてお知らせいたします。

Point
.1 に引き上げられます。 備湘6年 4月以降)

レ障害者を雇用しなければならない対象事業主には、以下の義務があります。

:◆ 毎年 6月 1日時点での障害者雇用状況の八日一ワークヘの報告

◆障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任 (努力義務)

除外率が弓:き下げられます。 倫湘 7年 4月以降)

除外率が、各除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられ、令和 7年 4月 1日から以

下のように変わります。(現在除外率が10雅以下の業種については除外率制度の対象外となります。)

厚生労働省・ 都道府県労働局・ハローワーク  とL050301雇障01

令和 8年 7月

2.70/0

37.5人以上

令和 6年 4月

2.5% ⇒

40日0人以上

令和 5年度

2日 30/0 ⇒

43.5人以上

民間企業の法定雇用率

対象事業主の範囲
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。金属鉱業   。児童福祉事業

・特別支援学校 (専ら視鹿障害者に対する教育を行う学校を除く)

・石炭・亜炭鉱業

道路旅客運送業   。小学校

幼稚園  ・幼保連携型認定こども園

・船員等による船舶運航等の事業

除外率設定業種

・非鉄金属第一次製錬・精製業 ・貨物運送取扱業 (集配利用運送業を除く)

建設業 ・鉄鋼業 ・道路貨物運送業 ・郵便業 (信書便事業を含む)

・港湾運送業   ・警備業

・鉄道業  ・医療業  う高等教育機関 ・介護老人保健施設 。介護医療院

。林業 (狩猟業を除く)

E



Point
i31 障害者雇用における障害者の算定方法が変更となります。

―
騨

>精神障害者の算定特例の延長 (令和5年尋月以降)。
週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者について、当分の間、雇用率上、雇入れか
らの期間等に関係なく、 lヵゥントとして葦定できるようになります。

レー部の週所定労働時間20時間未満の方の曜用率への算定 (令和 6年 4月以降)。

週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者につ
いて、雇用率上、0.5カウントとして算定できるようになります。

働      ・拡充)します。
(令和6年 4月以降)

七

※詳細が決まり次第、別途ご楽内予定
>雇入れやその曜用継続に関する相談支娘、加齢に伴う課題に対応する励成金を新設します。
◆ 障害者雇用に関する相談援助を行う事業者から、原則無料で、塵入れやその庭用継続を図るた
めに必要な一運の雇用管理に関する相談援助を受けることができるようになります。
◆ 加齢により職場八の適応が難しくなつた方に、職務転換のための能力開発、業務の遂行に必要
な者の配置や、設備・施設の設置等を行うた場合に、助成が受けられるようになります。

レ既存の障離 雇用日縣 の動成金を拡充します。

障害者介助等助威金 (障害者の雇用管理のための専門職や能力開発担当者の配置、介助者等の能力
開発への経費助成の追加)や職場適応援助者助成金 (勘成単価や支給上限額、利用回数の改善等)
の拡充、職湯実習・見学の受入れ動成の新設など、事業主の皆様の障害者雇用の支援を強化します。
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t.法 定雇用率及び除外率制度について、国や地方公共団体等の取扱いはどう変わりますか P
A3: 国や地方公共団体等の法定雇用率については、令和5年度は2,60/0、 令和6年 4月 1日から2.80/0、 令和8年 7月 1
日から3.00/0と民間企業と同様に段階的に引き上げとなり本す。除外率制度についても、同様に10ポイント引き下げ
られます。   ィ              ヽ

なお、都道府県等の教育委員会の法定雇用率にういては、令和5年度は2.50/0、 令和6年 4月 1日から2.フ 0/0、 令和
8年 7月 1日から2.90/。となります。

lf 障害者雇用納付金の取扱いはどうなるのでしようか ?
Ago ①令和6年度分の障害者雇用納付金について (※申告期間 :令和7年 4月 1日から同年5月 15日までの間)
新しい法定雇用率 (2.50/c)で算定していただくことになります。

②令和8年度分の障害者雇用納付金について (※申告期間 :令和9年 4月 1日から同年5月 17日までの間)
令和8年 6月以前については2.50/も、

令和8年 7月以降については2.70/0で算定していただくことになりますc

障害者を雇用する場合に活用できる支娘制度はありますか?
A2こ 障害者雇用のための各種助成金や職湯定着に向けた人的支援など、様々な支援制度をご利用いただけます。サポー
卜を実施している機関は様 あ々りますので、まずは事業所管轄の八日―ワークにご相談ください。

レ「障害者雇用のご案内」:httDS://Www,mhlw.go.iったbntent′ 000767582.Ddf 翻
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